
 

船舶事故調査報告書 

令和７年１０月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和７年３月１３日 ０２時４２分頃 

発生場所 沖縄県竹富
たけとみ

町竹富島南南東方沖 

 琉 球
りゅうきゅう

観音
かんのん

埼灯台から真方位１７３°６.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯２４°１５.２′ 東経１２４°０７.６′） 

事故の概要  漁船征
せい

徳
とく

丸は、北東進中、さんご礁に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和７年３月１４日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 征徳丸、９.７トン 

 ＯＮ２－３１３６（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９４－１４８９７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に亀裂、凹損等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人（共にインドネシア共和国籍）が乗り組み、

竹富町黒島南方沖で操業を終え、沖縄県石垣市石垣港に向けて帰港を

開始した。 

 船長は、単独で操船に当たり、石垣港南東方の釜
はがま

口
ぐち

と呼称する水

路から南西方に向けて竹富島南方沖まで拡延するさんご
．．．

礁を避けて、

釜口から同港に入港する予定で、広域表示としたＧＰＳプロッターで

釜口南南東方沖３.５Ｍ付近に目標地点（以下「変針点」という。）を

設定し、約５ノットの対地速力で、自動操舵により本船を北東進させ

た。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを見ていたところ、本船の進路が予定の

針路線より左方にずれていることに気付いた。また、自動操舵装置の

操作パネルにエラーコードが表示されていたので、同装置に何らかの

不具合が生じているものと思った。 

 船長は、エラーコードの意味がよく分からなかったものの、進路及

び速力を保持したままＧＰＳプロッターで変針点を再設定したり、自

動操舵装置を再起動したりして、同装置を復旧することに気を取られ

ているうち、突然衝撃を感じ、ＧＰＳプロッターを詳細表示に切り換

えて確認したところ、さんご礁に乗り揚げたことに気付いた。 

（図１ 参照） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

 

 船長は、所属の漁業協同組合の担当者を通じて海上保安庁に救助を

依頼した。 

 本船は、南寄りの風と波によって横倒しになり、続いて船底を上に

した状態になった。 

 救命胴衣を着用した船長ほか乗組員２人は、船底に這
は

い上がって救

助を待ち、その後、来援した海上保安庁の回転翼機により吊
つ

り上げ救

事故発生場所 

（令和７年３月１３日 

 ０２時４２分頃発生） 

沖縄県 

石垣市 竹富町 

石垣島 

石垣港 

竹富島 

黒島 

釜口 

変針点 

琉球観音埼灯台 

拡延するさん
ご
．
礁（薄緑の

干出浜部分） 



 

助された。 

 本船は、後日、クレーン台船により引き出され、石垣港に陸揚げさ

れて廃船処理された。 

 本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

 船長は、帰港中、時々ＧＰＳプロッターで船位を確認していたが、

黒島南方沖から石垣市石垣島の中央部付近までが映るように、ＧＰＳ

プロッターを広域表示としていたので、本船の進路が左方にずれてい

ることに気付くのが遅れ、また、竹富島南南東方沖のさんご礁に向

かって航行していることに気付くことができなかったと思った。 

 船長は、自動操舵装置に不具合が生じた際、同装置を復旧すること

に気を取られ、船位の確認を行っていなかった。 

 本事故当時、広域表示としたＧＰＳプロッターには、水深が深いと

ころの等深線は表示されていたが、本船が乗り揚げた水深が浅いとこ

ろの等深線及びさんご
．．．

礁は表示されていなかった。 

分析  本船は、北東進中、自動操舵装置に不具合が生じた際、船長が、同

装置を復旧することに意識を集中し、ＧＰＳプロッターを活用して船

位の確認を行わなかったことから、竹富島南南東方沖のさんご
．．．

礁に向

かって航行していることに気付かず、同さんご礁に乗り揚げたものと

考えられる。 

 船長は、時々ＧＰＳプロッターで船位を確認していたものの、ＧＰ

Ｓプロッターを広域表示としていたことから、本船の進路が左方にず

れていることに気付くのが遅れたものと考えられる。また、広域表示

としたＧＰＳプロッターには、さんご礁が表示されていなかったもの

と考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、北東進中、自動操舵装置に不具合が生じ

た際、船長が、同装置を復旧することに意識を集中し、船位の確認を

行わなかったため、竹富島南南東方沖のさんご
．．．

礁に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行に必要な装置や機器に不具合が生じて復旧作業を行

う場合、船位を確認した上で安全な海域に停船させてから同作業

を行うこと。 

 ・船長は、ＧＰＳプロッター等の航海計器を適切に使用して、船位

の確認を行うこと。 

 ・船長は、自船の装置や機器の取扱いに習熟しておくこと。 

 


